
最
終
合
意
文
書
の
位
置
付
け

　

バ
ー
ゼ
ル
委
は
２
０
１
３
年
12
月

に
、「
銀
行
の
フ
ァ
ン
ド
向
け
エ
ク

イ
テ
ィ
出
資
に
係
る
資
本
賦
課
」
の

枠
組
み
に
係
る
最
終
合
意
文
書
（
バ

ー
ゼ
ル
合
意
）
を
公
表
し
た
（
注

１
）。
こ
れ
は
金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ

Ｓ
Ｂ
）
に
よ
る
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン

グ
の
監
視
と
規
制
の
強
化
に
係
る
議

論
を
踏
ま
え
、
バ
ー
ゼ
ル
委
で
資
本

賦
課
の
枠
組
み
の
見
直
し
作
業
を
行

い
、
合
意
さ
れ
た
内
容
を
取
り
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ

ン
グ
の
主
体
と
な
り
う
る
フ
ァ
ン
ド

の
投
資
活
動
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の

（
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
行
う
）
銀

行
セ
ク
タ
ー
へ
の
波
及
を
抑
制
す
る

観
点
か
ら
、
銀
行
の
資
本
賦
課
計
算

に
お
い
て
、
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式
を

原
則
的
な
計
算
方
式
と
位
置
付
け
、

フ
ァ
ン
ド
の
組
入
資
産
に
応
じ
て
資

本
賦
課
の
多
寡
を
決
定
す
る
（
高
リ

ス
ク
資
産
へ
投
資
し
て
い
る
フ
ァ
ン

ド
へ
の
出
資
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

フ
ァ
ン
ド
向
け
エ
ク
イ
テ
ィ
出
資
に
係
る

資
本
賦
課
の
見
直
し

金
融
庁　

監
督
局　

総
務
課　

健
全
性
基
準
室

課
長
補
佐　

小
林 

淳
一

Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
監
査
法
人

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

　

細
山
田 

海
人

金
融
庁
は
２
０
１
９
年
３
月
、
銀
行
勘
定
の
フ
ァ
ン
ド
向
け
エ
ク
イ
テ
ィ
出
資
に
係
る
資
本
賦
課
枠
組
み
の

見
直
し
に
つ
い
て
、
自
己
資
本
比
率
規
制
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
13
年
12
月
に

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
︵
バ
ー
ゼ
ル
委
︶
か
ら
公
表
さ
れ
た
﹁
銀
行
の
フ
ァ
ン
ド
向
け
エ
ク
イ
テ
ィ
出

資
に
係
る
資
本
賦
課
﹂
に
係
る
最
終
合
意
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
の
保
有
す
る
銀
行
勘
定
の
フ
ァ
ン
ド
向
け

エ
ク
イ
テ
ィ
出
資
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
自
己
資
本
比
率
算
定
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
自
己
資
本

比
率
規
制
の
第
１
の
柱
・
第
３
の
柱
に
関
す
る
告
示
に
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
19
年
３
月
末
か

ら
適
用
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

組
入
資
産
に
応
じ
た
リ
ス
ク
感
応
的
な
資
本
賦
課
の

計
算
方
法
の
促
進

つ
い
て
は
高
い
資
本
賦
課
を
求
め

る
）
こ
と
に
よ
り
、
銀
行
シ
ス
テ
ム

の
強
靭
性
を
高
め
る
こ
と
を
主
眼
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
次
の
告
示
改
正
（
新
規
制
）

は
、
現
行
国
内
規
制
と
の
連
続
性
に

も
配
慮
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
バ
ー
ゼ

ル
合
意
の
趣
旨
・
内
容
を
反
映
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
邦
に
お
け
る

告
示
改
正
の
概
要

　

以
下
、
自
己
資
本
比
率
規
制
の
第

１
の
柱
に
関
す
る
告
示
（
１
柱
告
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ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課の見直し

示
）
の
改
正
の
概
要
を
説
明
す
る
。

な
お
、
今
次
改
正
は
（
銀
行
を
含

め
、
自
己
資
本
比
率
規
制
の
適
用
さ

れ
る
）
金
融
機
関
の
フ
ァ
ン
ド
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
出
資
の

性
質
を
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

（「
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
」
ま
た
は
「
保
有
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
」）
を
対
象
と
し
て
い

る
。

❶
計
算
方
式
に
関

す
る
変
更

　

ま
ず
、
フ
ァ
ン

ド
へ
の
出
資
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

適
用
さ
れ
る
信
用

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト

額
の
計
算
方
式
に

つ
い
て
変
更
が
加

え
ら
れ
る
（
図
表

１
）。

　

改
正
前
の
１
柱

告
示
（
改
正
前
告

示
）
で
は
、
内
部

格
付
手
法
に
お
い

て
は
（
注
２
）、
フ

ァ
ン
ド
へ
の
出
資

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
信
用
リ
ス
ク

ア
セ
ッ
ト
額
の
計

算
方
式
と
し
て
、

以
下
の
ⅰ
〜
ⅵ
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。

ⅰ
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式

ⅱ
修
正
単
純
過
半
数
方
式

ⅲ
マ
ン
デ
ー
ト
方
式

ⅳ
内
部
モ
デ
ル
方
式

ⅴ
蓋
然
性
方
式
（
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

４
０
０
％
）

ⅵ
フ
ォ
ー
ル
バ
ッ
ク
方
式
（
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
１
２
５
０
％
）

　

こ
れ
に
対
し
、
改
正
後
の
１
柱
告

示
（
新
告
示
）
で
は
、
標
準
的
手
法

お
よ
び
内
部
格
付
手
法
の
双
方
で
共

通
の
取
扱
い
と
し
て
、
以
下
の
四
つ

の
計
算
方
式
が
規
定
さ
れ
る
（
新
規

制
に
お
け
る
各
計
算
方
式
の
概
要
は

図
表
２
を
参
照
）。
適
用
の
優
先
順

位
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
は
、
Ⅰ
↓
Ⅳ

の
順
と
な
っ
て
お
り
、
上
位
の
方
式

が
適
用
で
き
な
い
場
合
に
下
位
の
方

式
を
用
い
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅰ
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式

Ⅱ
マ
ン
デ
ー
ト
方
式

Ⅲ
蓋
然
性
方
式
（
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

２
５
０
％
ま
た
は
４
０
０
％
）

Ⅳ
フ
ォ
ー
ル
バ
ッ
ク
方
式
（
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
１
２
５
０
％
）

　

改
正
前
告
示
に
お
い
て
内
部
格
付

手
法
採
用
金
融
機
関
に
認
め
ら
れ
て

い
た
修
正
単
純
過
半
数
方
式
と
内
部

モ
デ
ル
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
計
算
方

式
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ル
ッ

ク
ス
ル
ー
方
式
の
適
用
が
一
層
促
さ

れ
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
点
や
、

（
改
正
前
告
示
に
お
い
て
取
扱
い
が

明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
標
準
的

手
法
に
お
い
て
も
内
部
格
付
手
法
と

同
一
の
計
算
方
式
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
規
定
さ
れ
、
算
出
枠
組
み
の
明
確

化
・
一
本
化
が
図
ら
れ
て
い
る
点
が

大
き
な
変
更
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
蓋
然
性
方
式
に
つ
い

て
も
、
最
終
的
に
適
用
す
る
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
「
２
５
０
％
」
と
「
４

０
０
％
」
の
二
段
階
と
す
る
変
更
が

行
わ
れ
て
お
り
、
利
便
性
が
向
上
し

て
い
る
。

❷
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式
の
適
用
要
件

の
新
設

　

新
規
制
に
お
い
て
は
、
ル
ッ
ク
ス

ル
ー
方
式
を
適
用
す
る
た
め
の
要
件

が
新
設
さ
れ
る
。
金
融
機
関
が
同
方

〔図表１〕 改正前・改正後の計算方式
〈改正前告示の計算方式（内部格付手法）〉 〈新告示の計算方式〉

（ⅰ）ルックスルー方式

（ⅱ）修正単純過半数方式

（ⅲ）マンデート方式

（ⅳ）内部モデル方式

（ⅴ）蓋然性方式
（リスクウェイト400％）

（ⅵ）フォールバック方式
（リスクウェイト1250％）

（Ⅰ）ルックスルー方式

（Ⅱ）マンデート方式

（Ⅲ）蓋然性方式
（リスクウェイト250％または400％）

（Ⅳ）フォールバック方式
（リスクウェイト1250％）

〈ポイント〉
・内部格付手法において認められていた「修正単純過半数方式」「内部モデル方式」は廃止。
・標準的手法についても同じ計算方式・ヒエラルキーを規定。
・蓋然性方式の閾値を、従来の400％のみから、250％・400％の二段階の閾値に変更。

廃止

廃止
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式
を
使
用
す
る
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
の

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
明
細
情
報
が
必
要

と
な
る
が
、
こ
う
し
た
明
細
情
報
が

次
の
二
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

・
金
融
機
関
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁

に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
十
分
性

要
件
・
頻
度
要
件
）

・
独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ

れ
て
い
る
こ
と
（
第
三
者
検
証
要

件
）

　

本
邦
に
お
い
て
も
、
バ
ー
ゼ
ル
合

意
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
、〝
十

分
〞
と
は
「
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
判

定
可
能
な
程
度
に
十
分
に
詳
細
な
情

報
で
あ
る
こ
と
」
を
、〝
頻
繁
〞
と

は
「
金
融
機
関
の
自
己
資
本
比
率
の

算
出
・
公
表
の
頻
度
以
上
の
頻
度
」

を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
要
件
の
詳
細
と
要
件
充
足
の
判
定

に
あ
た
っ
て
の
考
え
方
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

❸
第
三
者
に
よ
る
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

判
定
に
依
拠
し
た
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方

式
　

新
規
制
に
お
い
て
は
、
ル
ッ
ク
ス

ル
ー
方
式
の
一
つ
の
様
態
と
し
て
、

第
三
者
（
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す

る
金
融
機
関
以
外
の
者
）
が
裏
付
け

と
な
る
資
産
等
の
明
細
情
報
を
用
い

て
、
標
準
的
手
法
に
基
づ
き
、
個
々

の
資
産
お
よ
び
取
引
に
つ
い
て
判
定

し
た
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
使
用
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
金
融
機
関
は
、
当
該
第
三
者
に

よ
り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト

を
１
・
２
倍
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

原
則
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
金
融
機
関
に
お
い
て
、

当
該
第
三
者
に
よ
る
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ

ト
判
定
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
、
金
融
機
関
自
ら
が

リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
判
定
を
行
っ
た
場

合
と
同
等
と
評
価
で
き
る
場
合
は
、

１
・
２
倍
せ
ず
、
当
該
第
三
者
に
よ

り
判
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を

使
用
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

❹
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
金
融

機
関
に
お
け
る
注
意
点

　

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
金
融

機
関
が
、
第
三
者
に
よ
る
リ
ス
ク
ウ

ェ
イ
ト
判
定
に
依
拠
し
た
ル
ッ
ク
ス

ル
ー
方
式
あ
る
い
は
マ
ン
デ
ー
ト
方

式
を
用
い
て
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
ア

セ
ッ
ト
額
を
算
出
す
る
場
合
は
、
フ

ァ
ン
ド
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
標
準

的
手
法
に
基
づ
き
算
出
・
判
定
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
裏

付
け
と
な
る
資
産
等
に
含
ま
れ
る
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

は
、
内
部
格
付
手
法
に
お
け
る
マ
ー

〔図表２〕 新規制での各計算方式の概要

計算方式 概　要

（Ⅰ）ルックスルー方
式

ファンドの裏付けとなる個々の資産および取引（裏付けと
なる資産等）のエクスポージャーについて信用リスクアセ
ット額を算出し、合算する。信用リスクアセット額（リス
クウェイト）は、ファンドがレバレッジをかけている場合
は、レバレッジの水準に応じた調整を行う。

（Ⅱ）マンデート方式

資産運用基準に基づいて、信用リスクアセット額の総額が
最大となる裏付けとなる資産等の構成を想定し、当該構成
による裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信用リス
クアセット額を算出し、合算する。信用リスクアセット額
（リスクウェイト）は、資産運用基準で許容されている最
大のレバレッジの水準に基づいて調整を行う。

（Ⅲ） 蓋然性方式
（リスクウェイト
250％または400％）

ファンドの足もとの裏付けとなる資産等やレバレッジの状
況を踏まえ、保有エクスポージャーのリスクウェイトが
250％以下となる蓋然性が高いことを疎明できる場合はリ
スクウェイトを250％として、保有エクスポージャーのリ
スクウェイトが250％超400％以下となる蓋然性が高いこと
を疎明できる場合はリスクウェイトを400％として、信用
リスクアセット額を算出する。

（Ⅳ）フォールバック
方式（リスクウェイ
ト1250％）

保有エクスポージャーのリスクウェイトを1250％として、
信用リスクアセット額を算出する。

＜ポイント＞
・（Ⅰ）から（Ⅳ）の優先順位で計算方式を適用する。
・ルックスルー方式の適用要件が新設される。
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ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課の見直し

ケ
ッ
ト
ベ
ー
ス
方
式
の
簡
易
手
法

（
上
場
株
式
は
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
３

０
０
％
、
非
上
場
株
式
は
同
４
０
０

％
）
を
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
つ
い
て
は
、
外
部
格
付
準
拠
方

式
を
用
い
て
、
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を

判
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式
の

適
用
要
件

　

既
述
の
と
お
り
、
新
規
制
で
は
ル

ッ
ク
ス
ル
ー
方
式
の
適
用
要
件
が
新

設
さ
れ
、
明
細
情
報
が
以
下
二
つ
の

要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
同
方
式
の

使
用
が
可
能
と
さ
れ
る
。

・
金
融
機
関
に
よ
り
十
分
か
つ
頻
繁

に
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
十
分
性

要
件
・
頻
度
要
件
）

・
独
立
し
た
第
三
者
に
よ
り
検
証
さ

れ
て
い
る
こ
と
（
第
三
者
検
証
要

件
）

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
要
件
の
充
足
判

定
の
基
準
は
、
告
示
規
定
で
は
必
ず

し
も
十
分
に
具
体
化
・
明
確
化
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
フ
ァ
ン
ド
の

種
類
や
そ
の
運
営
実
務
に
幅
が
あ
る

な
か
、
一
律
の
詳
細
基
準
の
設
定
が

な
じ
ま
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
他
方

で
、
充
足
判
定
に
あ
た
り
参
照
す
べ

き
基
準
や
目
線
が
ま
っ
た
く
存
在
し

な
い
と
す
れ
ば
、
金
融
機
関
間
で
充

足
判
定
結
果
に
大
き
な
差
異
が
生
じ

る
お
そ
れ
や
、
要
件
の
不
確
実
性
が

金
融
機
関
の
投
資
マ
イ
ン
ド
に
悪
影

響
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
点
が
懸
念

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
踏
ま

え
、
告
示
Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
、
要
件

充
足
の
判
定
に
あ
た
っ
て
の
考
え
方

や
目
線
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
対
象
資
産
は
上

場
株
式
、
公
社
債
、
不
動
産
、
非
上

場
株
式
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、

（
相
対
的
に
）
市
場
流
動
性
の
高
い

資
産
を
投
資
対
象
と
す
る
フ
ァ
ン
ド

と
、
そ
う
で
な
い
フ
ァ
ン
ド
で
は
、

そ
の
特
徴
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
前
者

を
「
⑴
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
」
と
し
、

後
者
を
「
⑵
非
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
」

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ン
ド
に

つ
い
て
充
足
判
定
上
の
考
え
方
が
示

さ
れ
て
い
る
（
注
３
）。
以
下
、
⑴
⑵

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
頻
度
要
件
・

第
三
者
検
証
要
件
の
観
点
か
ら
詳
述

す
る
（
注
４
）。

⑴
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
の
充
足
目
線

　

市
場
性
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
は
、

（
上
場
）
株
式
投
信
や
公
社
債
投
信

な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た

フ
ァ
ン
ド
で
は
、（
後
述
す
る
非
市

場
性
フ
ァ
ン
ド
と
の
相
対
感
で
）
組

入
資
産
の
入
替
え
の
頻
度
は
高
く
、

ま
た
個
々
の
組
入
資
産
の
価
格
も
随

時
変
化
す
る
と
い
っ
た
特
徴
を
有
す

る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、

（
バ
ー
ゼ
ル
合
意
と
同
様
に
）
金
融

機
関
の
明
細
情
報
の
取
得
頻
度
は

「
自
己
資
本
比
率
の
算
出
の
頻
度
以

上
の
頻
度
」
と
さ
れ
、
ま
た
明
細
情

報
に
対
す
る
第
三
者
検
証
要
件
の
充

足
も
、
頻
度
要
件
と
同
じ
頻
度
で
求

め
る
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
者
検
証
要
件
に
つ
い
て
は
、

（
明
細
情
報
の
作
成
・
提
供
を
含
め

た
）
業
務
運
営
の
適
切
性
を
確
保
す

る
た
め
の
統
制
の
仕
組
み
も
フ
ァ
ン

ド
に
よ
り
異
な
り
、
画
一
的
な
充
足

基
準
の
設
定
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
、
フ
ァ
ン
ド

の
業
務
運
営
に
携
わ
る
関
係
者
は
複

数
存
在
し
て
お
り
、
関
係
者
間
で
相

互
確
認
を
行
う
な
ど
、
一
定
の
牽
制

を
働
か
せ
る
こ
と
で
業
務
運
営
の
適

切
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
お
り
、
結

果
と
し
て
組
入
資
産
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

や
価
格
等
を
含
む
明
細
情
報
の
適
切

性
確
保
に
寄
与
し
て
い
る
状
況
は
存

在
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
点
を
踏
ま
え
、
第
三
者
検
証
要
件

の
充
足
判
定
の
目
線
と
し
て
、（
フ

ァ
ン
ド
運
営
に
携
わ
る
）
独
立
し
た

立
場
で
業
務
を
行
う
異
な
る
二
者
の

間
で
の
確
認
／
検
証
／
照
合
作
業
等

を
通
し
て
組
入
資
産
の
明
細
情
報
の

適
切
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
金
融

機
関
が
確
認
あ
る
い
は
推
定
で
き
る

場
合
は
、
第
三
者
検
証
要
件
を
充
足

す
る
扱
い
と
す
る
旨
、
Ｑ
＆
Ａ
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
邦
の
市
場
性
フ
ァ
ン
ド

（
投
資
信
託
）
で
は
、
運
用
会
社
・

信
託
会
社
等
の
間
で
高
い
頻
度
で
基

準
価
額
の
照
合
業
務
が
実
施
さ
れ
て
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い
る
が
、
こ
う
し
た
実
務
運
営
は
第

三
者
検
証
要
件
の
充
足
を
サ
ポ
ー
ト

し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

外
国
籍
の
フ
ァ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

一
義
的
に
フ
ァ
ン
ド
運
営
の
責
任
を

負
う
主
体
（
管
理
会
社
等
）
が
フ
ァ

ン
ド
運
営
に
必
要
と
な
る
各
種
機
能

を
外
部
委
託
し
、
当
該
外
部
委
託
先

の
業
務
運
営
を
監
視
・
監
督
す
る
と

い
っ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
置
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で

も
一
定
の
相
互
牽
制
機
能
の
発
揮
を

通
じ
て
、
提
供
さ
れ
る
明
細
情
報
の

適
切
性
が
確
認
・
推
定
で
き
る
場
合

は
同
様
に
第
三
者
検
証
要
件
の
充
足

評
価
に
つ
な
が
り
う
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

⑵
非
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
の
充
足
目
線

　

一
方
で
、
非
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
に

つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク

イ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
や
不
動
産
フ
ァ

ン
ド
等
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
う
し

た
フ
ァ
ン
ド
で
は
（
相
対
的
に
）
組

入
資
産
の
変
動
の
頻
度
が
低
い
こ
と

に
加
え
、
運
営
会
社
の
規
模
も
ま
ち

ま
ち
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
に
よ
っ
て

は
必
ず
し
も
高
い
頻
度
（
金
融
機
関

の
自
己
資
本
比
率
の
算
出
頻
度
以
上

の
頻
度
）
に
よ
る
明
細
情
報
の
提
供

が
容
易
で
は
な
い
と
い
っ
た
状
況
も

存
在
す
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
、
非
市

場
性
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
①
少

な
く
と
も
年
１
回
は
、
第
三
者
検
証

（
会
計
監
査
も
可
）
を
受
け
た
明
細

情
報
を
取
得
し
、
か
つ
②
期
中
の
フ

ァ
ン
ド
の
個
々
の
投
資
活
動
に
つ
い

て
、
購
入
・
売
却
の
対
象
資
産
や
価

格
等
の
情
報
を
適
時
に
金
融
機
関
が

入
手
す
る
こ
と
で
、
当
該
フ
ァ
ン
ド

の
組
入
資
産
構
成
を
継
続
的
に
把
握

し
、
適
切
に
フ
ァ
ン
ド
を
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
で
き
る
態
勢
が
整
っ
て
い
る
場

合
は
、
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
要
件
自
体
を

充
足
す
る
も
の
と
み
な
す
│
│
と
い

っ
た
充
足
目
線
が
Ｑ
＆
Ａ
に
示
さ
れ

て
い
る
。

リ
ス
ク
管
理
の

高
度
化
に
向
け
て

　

今
回
の
資
本
賦
課
枠
組
み
の
見
直

し
は
、（
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
の

主
体
と
な
り
う
る
）
フ
ァ
ン
ド
の
投

資
活
動
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
に
対
し

て
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
強
靭
性
を
高
め

る
と
い
う
目
的
が
背
景
に
あ
る
が
、

フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
家
と
な
る
、
銀

行
を
含
む
個
々
の
金
融
機
関
に
お
い

て
は
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
リ
ス
ク
管

理
の
高
度
化
を
促
す
側
面
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
自
己
資
本
比
率
算
出

業
務
へ
の
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ル

ッ
ク
ス
ル
ー
方
式
の
適
用
や
そ
の
適

用
要
件
の
充
足
を
通
し
て
、
フ
ァ
ン

ド
の
組
入
資
産
や
運
用
状
況
、
フ
ァ

ン
ド
業
務
運
営
に
係
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
確
認
を
含
め
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
態

勢
の
整
備
、
一
層
の
充
実
化
が
期
待

さ
れ
る
。

（
本
稿
に
示
さ
れ
た
見
解
は
筆
者
た
ち
個
人

の
も
の
で
あ
り
、
筆
者
た
ち
が
所
属
す
る

組
織
の
も
の
で
は
な
い
）

（
注
）１　

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会

（B
C

B
S

） “Capital requirem
ents 

for banks

’

 equity investm
ents in 

funds
”, Decem

ber  2013

２　
改
正
前
告
示
で
は
、
標
準
的
手
法

に
お
け
る
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
本
賦
課
の
取
扱
い
は

規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
部
格
付
手
法

で
の
取
扱
い
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
標
準
的
手
法
に
お
け
る
取
扱
い

は
、
改
正
前
の
告
示
Ｑ
＆
Ａ
第
48
条

－

Ｑ
１
に
て
示
さ
れ
て
い
る
。

３　
Ｑ
＆
Ａ
に
て
、
市
場
性
フ
ァ
ン
ド

／
非
市
場
性
フ
ァ
ン
ド
の
分
類
は
、
各

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
対
象
資
産
の
市
場
流

動
性
等
を
踏
ま
え
て
、
各
金
融
機
関
に

て
判
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

４　
こ
こ
で
は
、
十
分
性
要
件
の
観
点

か
ら
の
説
明
は
割
愛
す
る
。「
リ
ス
ク

ウ
ェ
イ
ト
を
判
定
可
能
な
程
度
に
十
分

に
詳
細
な
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
」
が

要
件
と
な
る
が
、
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
方
式

の
使
用
に
あ
た
っ
て
当
該
要
件
の
充
足

が
必
要
と
な
る
の
は
自
明
で
あ
る
。

こ
ば
や
し　

じ
ゅ
ん
い
ち

18
年
７
月
金
融
庁
入
庁
、
同
月
か
ら

現
職
。

ほ
そ
や
ま
だ　

か
い
と

14
年
金
融
庁
入
庁
、
金
融
庁
監
督
局

総
務
課
健
全
性
基
準
室
課
長
補
佐
を

経
て
、
18
年
８
月
か
ら
現
職
。
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